
独立行政法人労働政策研究・研修機構の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　① 平成19年度における役員報酬についての業績反映のさせ方

　② 役員報酬基準の改定内容

法人の長

理事

監事

理事（非常勤）

２　役員の報酬等の支給状況

平成19年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

8,692 5,508 2,413 771 （特別調整手当） 9月30日

千円 千円 千円 千円

7,081 5,508 768
771
34

（特別調整手当）
（通勤手当） 10月1日

千円 千円 千円 千円

6,128 3,626 1,995 507 （特別調整手当） 8月24日 ＊

前職

法人の長

法人の長

　　　役員報酬については、厚生労働省独立行政法人評価委員会における中期目標に係る
　　業務の実績に係る評価及び平成18年度業務実績評価結果を勘案し、昨年度と同水準と
　　した。

　平成17年度人事院勧告中の国家公務員給与構造改革に準
じて、役員報酬規程を改正し、特別調整手当支給率を2%（東
京特別区：12%→14%、埼玉県朝霞市：10%→12%）引き上げた。
　本俸月額は18年度と同額の78万4千円としたが、事務職員の
給与水準見直しの必要性に鑑み、役員報酬規程附則により、
平成16年4月１日より当分の間、本俸の月額を75万9千円として
いる。

　平成17年度人事院勧告中の国家公務員給与構造改革に準
じて、役員報酬規程を改正し、特別調整手当支給率を2%（12%
→14%）引き上げた。
　本俸月額は18年度と同額の94万8千円としたが、事務職員の
給与水準見直しの必要性に鑑み、役員報酬規程附則により、
平成16年4月１日より当分の間、本俸の月額を91万8千円として
いる。

就任・退任の状況
役名

その他（内容）

　平成17年度人事院勧告中の国家公務員給与構造改革に準
じて、役員報酬規程を改正し、特別調整手当支給率を2%（12%
→14%）引き上げた。
　本俸月額は18年度と同額の70万9千円としたが、事務職員の
給与水準見直しの必要性に鑑み、役員報酬規程附則により、
平成16年4月１日より当分の間、本俸の月額を68万7千円として
いる。

　非常勤役員手当の月額は18年度と同額の24万3千円とした。
（なお、国家公務員給与構造改革の「俸給の切替に伴う経過
措置」に準じて、改正前の非常勤役員手当月額26万円との差
額を支給した。）

A理事
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千円 千円 千円 千円

7,613 5,481 1,271
767
94

（特別調整手当）
（通勤手当） 8月25日 ＊※

千円 千円 千円 千円

14,723 9,108 4,114
1,275

226
（特別調整手当）
（通勤手当） ※

千円 千円 千円 千円

4,528 2,277 1,966
273
12

（特別調整手当）
（通勤手当） 6月30日 ＊

千円 千円 千円 千円

8,413 5,481 2,086
657
189

（特別調整手当）
（通勤手当） 8月25日 ◇

千円 千円 千円 千円

13,293 8,244 3,723
1,154

172
（特別調整手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

3,120 3,120 0 0
（　　　　）

＊

注１：「特別調整手当」とは、民間における賃金、物価及び生計が特に高い地域に在勤する役員に
　　　支給されているものである。

注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付しています。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
　　　独立行政法人等の退職者「*※」、該当がない場合は空欄。

３　役員の退職手当の支給状況（平成19年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

千円 年 月

3,528 3 0 平成19年8月24日 1.0 ＊

千円 年 月

2,254 1 11 平成19年6月30日 1.0 ＊

千円 年 月

千円 年 月

注：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付しています。
　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
　　独立行政法人等の退職者「*※」、該当がない場合は空欄。

A監事

E理事

監事
（非常勤） 該当なし

該当者なし

該当者なし

業績勘案率は、厚生労働省独
立行政法人評価委員会の決
定に基づき１．０とした。

監事

法人の長

C理事

摘　　要

D理事

法人での在職期間

理事B
業績勘案率は、厚生労働省独
立行政法人評価委員会の決
定に基づき１．０とした。

理事A

B監事
（非常勤）

B理事
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Ⅱ 職員給与について

１　職員給与についての基本方針に関する事項

　② 職員給与決定の基本方針

　ア 給与水準の決定に際しての考慮事項とその考え方

　イ 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

　研究職員：業績評価の結果に基づき決定。

　事務職員：業績評価及び能力評価の結果等に基づき決定。

　研究職員：業績評価の結果に基づき決定。

　事務職員：業績評価及び能力評価の結果等に基づき決定。

　ウ 平成１９年度における給与制度の主な改正点

２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

83 44.9 8,783 6,290 173 2,493
人 歳 千円 千円 千円 千円

58 44.1 8,403 6,023 185 2,380
人 歳 千円 千円 千円 千円

24 46.2 9,513 6,799 148 2,714
人 歳 千円 千円 千円 千円

1 - - - - -

注1：医療職種及び教育職種については該当者がいないため欄を省略した。

注2：常任参与は、機構の調査・研究業務等の実施に関する専門的事項を担当している。

注3：常任参与については、該当者が1人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれ

　　　のあることから、人数以外は記載していない。

　　国家公務員の給与水準や社会一般の情勢等を考慮して決定する。

平成19年度の年間給与額（平均）

総額
区分

　　平成19年度人事院勧告に準じて以下の改正を行った。
　　・本俸を平均0.09%引上げ
　　・職員の子等に係る扶養手当を500円引上げ（6,000円→6,500円）
　　・特別都市手当支給率を1.3%引上げ（5%→6.3%）
　　・期末勤勉手当を0.05月引上げ（4.45月→4.50月）

　　　なお、国家公務員給与との均衡を図るため、平成16年度及び17年度に実施した
　　事務職員の職務手当（国の俸給の特別調整額に相当）の支給率削減を19年度も
　　引き続き適用している。
　　・16年度（部長：20％⇒15％、課長15％⇒10％、課長補佐8％⇒7％）
　　・17年度（課長補佐7％⇒6％）

うち賞与

常勤職員

うち所定内人員

常任参与

事務・技術

研究職種

平均年齢

　① 人件費管理の基本方針

　　中期目標、中期計画を達成するため、事務職、研究職の適切な定員管理を行うとともに、
　国家公務員の給与水準や社会一般の情勢等を考慮して給与水準の見直しを行う。

　　目標管理型の人事評価制度（業績評価及び能力評価）に基づき、職員個々人の評価結果
　を、賞与（12月期勤勉手当成績率）や昇給、昇格に反映させる。

給与種目 制度の内容

賞与：勤勉手当
（査定分）

本俸
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人 歳 千円 千円 千円 千円

2 - - - - -
人 歳 千円 千円 千円 千円

2 - - - - -

注1：事務・技術、医療職種及び教育職種については該当者がいないため欄を省略した。

注2：研究職種については、該当者が2人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれ
　　　のあることから、人数以外は記載していない。

人 歳 千円 千円 千円 千円

4 61.8 5,446 4,314 261 1,132
人 歳 千円 千円 千円 千円

1 - - - - -
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 61.8 5,412 4,280 227 1,132

注1：医療職種及び教育職種については該当者がいないため欄を省略した。

注2：事務・技術については、該当者が1人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれ
　　　のあることから、人数以外は記載していない。

注１：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。

注２：在外職員及び非常勤職員については該当者がいないため表を省略した。

事務・技術

再任用職員

研究職種

任期付職員

研究職種
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②

注2：52-55歳層の在職職員は該当者が3名であることから、四分位の値が求められないため、第１四分位

　　　及び第3四分位は記載していない。

注3：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

年間給与の分布状況（事務・技術職員／研究職員）〔在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。
以下、⑤まで同じ。〕

（事務・技術職員）

注1：28-31歳層の在職職員は該当者が2名であるため、当該個人に関する情報が特定されるおそれが

　　　あることから、人数以外は記載していない。

0
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10,000
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14,000
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２０－２３歳 ２４－２７歳 ２８－３１歳 ３２－３５歳 ３６－３９歳 ４０－４３歳 ４４－４７歳 ４８－５１歳 ５２－５５歳 ５６－５９歳

0

2

4

6

8

10

12

14

人数

平均給与額

第３四分位

国の平均給
与額

第１四分位
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　　　及び第3四分位は記載していない。

注5：48-51歳層の在職職員は該当者が3名であることから、四分位の値が求められないため、第１四分位

　　　及び第3四分位は記載していない。

（研究職員）

注1：40-43歳層の在職職員は該当者が1名であるため、当該個人に関する情報が特定されるおそれが

　　　あることから、人数以外は記載していない。

注2：56-59歳層の在職職員は該当者が2名であるため、当該個人に関する情報が特定されるおそれが

　　　あることから、人数以外は記載していない。

注4：36-39歳層の在職職員は該当者が3名であることから、四分位の値が求められないため、第１四分位

注3：32-35歳層の在職職員は該当者が4名であることから、四分位の値が求められないため、第１四分位

　　　及び第3四分位は記載していない。

0
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8,000
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２０－２３歳 ２４－２７歳 ２８－３１歳 ３２－３５歳 ３６－３９歳 ４０－４３歳 ４４－４７歳 ４８－５１歳 ５２－５５歳 ５６－５９歳

0

2

4

6

8

10

12

14
人数

平均給与額

第３四分位

国の平均給
与額
第１四分位
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（事務・技術職員）

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

12 55.2 11,176 11,880 12,374

11 47.1 8,721 9,259 9,684

29 40.8 6,340 7,029 7,649

3 33.8 - 5,258 -

3 30.2 - 4,208 -

（研究職員）

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

5 53.9 12,567 13,115 14,107

9 49.5 9,537 10,066 10,939

6 41.8 7,365 7,635 8,324

4 35.8 - 5,692 -

部長

課長

係員

課長補佐

係長

統括研究員

主任研究員

主任研究員補佐

研究員

平均

注２：係長及び係員は該当者が3人であることから、四分位の値が求められないため、

　　　第1四分位及び第3四分位の欄を記載していない。

平均人員 平均年齢分布状況を示すグループ

平均年齢人員分布状況を示すグループ

注2：研究員は該当者が4人であることから、四分位の値が求められないため、

　　　第1四分位及び第3四分位の欄を記載していない。

注1：当機構は本部とそれ以外の区分のない組織である。

注1：当機構の統括研究員、主任研究員、主任研究員補佐は、それぞれ研究部長、

　　　研究課長、主任研究員に相当する職位である。
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③

区分 計 1級 2級 3級 4級 5級 6級

標準的
な職位

人 人 人 人 人 人 人

58 12 11 29 3 3 0
（割合） （20.7%） （19.0%） （50.0%） （5.2%） （5.2%） （0%）

歳 歳 歳 歳 歳 歳

59 51 52 34 33

～ ～ ～ ～ ～

46 40 34 32 28
千円 千円 千円 千円 千円 千円

9,374 7,432 6,986 4,023 3,605

～ ～ ～ ～ ～

7,510 5,771 3,839 3,622 2,625
千円 千円 千円 千円 千円 千円

13,703 10,466 9,550 5,471 4,825

～ ～ ～ ～ ～

10,765 8,284 5,342 5,041 3,600

区分 計 1級 2級 3級 4級 5級

標準的
な職位

人 人 人 人 人 人

24 5 9 6 4 0
（割合） （20.8%） （37.5%） （25.0%） （16.7%） （0%）

歳 歳 歳 歳 歳

59 57 46 38

～ ～ ～ ～

46 42 35 33
千円 千円 千円 千円 千円

10,037 7,937 6,211 4,317

～ ～ ～ ～

8,026 6,138 4,231 3,960
千円 千円 千円 千円 千円

14,475 11,175 8,553 5,941

～ ～ ～ ～

11,574 8,358 5,887 5,510

-

所定内給
与年額(最
高～最低)

所定内給
与年額(最
高～最低)

年間給与
額(最高～

最低)

係員

（事務・技術職員）

 職級別在職状況等（平成２０年４月１日現在）

-

（研究職員）

-

部長 課長 課長補佐 係長 係員

-

人員

研究員 研究員統括研究員 主任研究員 主任研究員補佐

-

年間給与
額(最高～

最低)

人員

年齢（最高
～最低）

年齢（最高
～最低） -
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④

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

62.1 64.0 63.1

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 37.9 36.0 36.9

％ ％ ％

         最高～最低 43.5～33.0 41.1～31.5 42.2～32.2

％ ％ ％

66.4 68.0 67.2

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 33.6 32.0 32.8

％ ％ ％

         最高～最低 34.1～32.6 32.6～31.1 33.3～31.8

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

62.0 63.8 63.0

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 38.0 36.2 37.0

％ ％ ％

         最高～最低 43.5～32.9 41.5～31.5 42.4～32.2

％ ％ ％

66.2 67.4 66.8

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 33.8 32.6 33.2

％ ％ ％

         最高～最低 34.1～32.6 33.8～32.0 33.9～32.7

一律支給分（期末相当）

一般
職員

区分

賞与（平成１９年度）における査定部分の比率

（事務・技術職員）

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一律支給分（期末相当）

管理
職員

一律支給分（期末相当）

（研究職員）

区分

一般
職員
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⑤

118.9

110.9

101.5

100.3

すべての独立行政法人を一つの法人とみなした場合の給与水準）に置き換えた場合の給与水準を１００

給与水準の比較指標について参考となる事項

○事務・技術職員

地域勘案　　　　　　 １０８．７

参考 学歴勘案　　　　　　 １１３．８

地域・学歴勘案　　　１０３．９

内容

対国家公務員　　１１８．９

　当機構事務職員の対国指数が100を超えている理由は、①主たる勤務地が
東京都であること、②事務職員の約93％が大卒以上（国家公務員行政職俸
給表(一)職員は約48％（「平成19年度国家公務員給与等実態調査」））である
こと、によるものであり、こうした地域差及び学歴差を調整した後の指数は
103.9となり、国とほぼ均衡しているものと考える。

【累積欠損額について】
累積欠損額　０円（平成18年度決算）

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　９７．１％
（国からの財政支出額　3,323,608,000円、支出予算の総額　3,424,044,000
円：平成19年度予算）

【検証結果】
　平成19年度決算における支出額3,084,749千円のうち、931,463千円は調査
研究等の実施に係る事業費、179,816千円は施設整備のために支出するもの
である。残りの1,973,470千円が一般管理費で、そのうち1,157,479千円が給
与、俸給等支給総額（支出総額に占める割合：37.5％）である。
    なお、平成19年度計画予算の給与、俸給等支給総額は1,249,723千円で
あり、予算の範囲内で適正に執行しており、国からの財政支出を増加させる
要因とはなっていない。

職員と国家公務員及び他の独立行政法人との給与水準（年額）の比較指標（事務・技術職員／研究
職員）

　給与水準の適切性の
　検証

　国に比べて給与水準が
　高くなっている定量的な
　理由

（事務・技術職員）

注：　当法人の年齢別人員構成をウエイトに用い、当法人の給与を国の給与水準（「対他法人」においては、

対国家公務員（研究職）

対他法人

（研究職員）

対国家公務員（行政職（一））

対他法人

　　として、法人が現に支給している給与費から算出される指数をいい、人事院において算出

指数の状況

項目

　なお、当機構においては、労働行政職員を対象とした行政実務に関する研
修という業務の性格上の必要性により、研修教官等に国からの出向を受け入
れている。これら出向職員については、国家公務員に準じた給与の支給を
行っているところであるが、国家公務員行政職(一)のⅠ種試験相当採用者の
在職割合が約6.38％（「平成19年度人事院年次報告書」）なのに対し、機構
の出向職員におけるⅠ種試験相当採用者の在職割合が40％と高いことも、
国に比べ給与水準が高くなっている理由である。
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○研究職員

地域勘案　　　　　　 １００．５

参考 学歴勘案　　　　　　 １００．５

地域・学歴勘案　　　１００．１

（参考）
①支出総額に占める給与、報酬等支給総額の割合：37.5％
②管理職の割合：39.7％
③大卒以上の高学歴者の割合：93.2％
＊②及び③は平成20年4月1日時点の人数による。

引き続き、研究職員の適切な定員管理を行うとともに、国家公務員の給与水
準や社会一般の情勢等を考慮して給与水準の見直しを行う。

　給与水準の適切性の
　検証

内容

対国家公務員　　１０１．５

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　９７．１％
（国からの財政支出額　3,323,608,000円、支出予算の総額　3,424,044,000
円：平成19年度予算）

【検証結果】
　平成19年度決算における支出額3,084,749千円のうち、931,463千円は調査
研究等の実施に係る事業費、179,816千円は施設整備のために支出するもの
である。残りの1,973,470千円が一般管理費で、そのうち1,157,479千円が給
与、俸給等支給総額（支出総額に占める割合：37.5％）である。
    なお、平成19年度計画予算の給与、俸給等支給総額は1,249,723千円で
あり、予算の範囲内で適正に執行しており、国からの財政支出を増加させる
要因とはなっていない。

【累積欠損額について】
累積欠損額　０円（平成18年度決算）

講ずる措置

・対国家公務員指数：116.7
・地域・学歴勘案：99.7
＊上記平成22年度の見込指数は、平成18年度給与実態調査対象者をベー
スに、平成22年度までの定年退職等を勘案して試算した給与額を、平成18年
度の国家公務員の給与と比較して推計した。

　平成16年度より実施している人件費削減の独自の取組（事務職本俸の２％
削減、事務職員の職務手当支給率の削減（部長：20％→15％、課長15％→
10％、課長補佐8％→7％）等）を継続して実施してきたことにより、平成19年
度の給与水準は地域・学歴を調整した指数において国家公務員とほぼ均衡
している。
　今後も、引き続き上記独自の取組等を行っていくことにより、平成22年度に
は、以下のとおり地域・学歴勘案指数で99.7に近づけるよう改善を図ることと
する。

　国に比べて給与水準が
　高くなっている定量的な
　理由

　機構研究職員給与水準の対国家公務員指数は101.5であり、国に比べて
1.5ポイント高くなっているが、これは、①主たる勤務地が東京都であること、②
すべての研究職員が大卒以上であること、によるものであり、地域・学歴を勘
案した指数は100.1ポイントとなり、国と同水準である。

指数の状況

項目

講ずる措置
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Ⅲ　総人件費について

当年度
（平成19年度）

前年度
（平成18年度）

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(A)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｂ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｃ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(D)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

注：千円未満を切り捨ててあるので、合計とは端数において合致しないものがある。

総人件費について参考となる事項

・ 給与、報酬等支給総額等の増減要因について

・

① 主務大臣が中期目標において示した人件費削減の取組に関する事項

② 法人が中期計画において設定した削減目標、国家公務員の給与構造改革を踏まえた見直しの方針

「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成18年法律第47号）及び「行
政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）による人件費削減の取り組み状況

人件費（退職金及び福利厚生費（法定福利費及び法定外福利費）並びに人事院勧告を踏まえた給与改定
部分を除く。）については、業務の重点化等に伴う研究員及び事務職員の数の大幅な削減等により、簡素
で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律（平成１９年法律第４７号）及び「経済財政
運営と構造改革に関する基本方針２００６」（平成１９年７月７日閣議決定）に基づき、平成２２年度までに、国
家公務員に準じた削減の取組を行うことに加え、平成２３年度までにこれを超える削減の取組を行うこと。
　併せて、国家公務員の給与構造改革も踏まえ、給与体系の見直しを進めること。

　人件費（退職金及び福利厚生費（法定福利費及び法定外福利費）並びに人事院勧告を踏まえた給与改
定部分を除く。）については、業務の重点化等を通じて平成２３年度までに平成１９年度と比べて研究員を２
割程度、労働政策研究に関係する部門の事務職員を２割程度純減することにより、簡素で効率的な政府を
実現するための行政改革の推進に関する法律（平成１８年法律第４７号）及び「経済財政運営と構造改革に
関する基本方針２００６」（平成１９年７月７日閣議決定）に基づき、平成２２年度までに、平成１７年度を基準と
して５％以上の削減を行うことに加え、平成１８年度と比べて平成２３年度までに１４％以上の削減を行う。
　併せて、国家公務員の給与構造改革も踏まえ、引き続き、勤務実績の給与への反映等の取組を行う。

（△6.4）
福利厚生費

－

235,089

　給与、報酬等支給総額については、前年度に比べて68,491千円減となっている。その主な要因は、業務
の重点化等により人員の抑制を図ったことによるものである。

（－）

1,779,527 △ 85,566

　福利厚生費については、前年度に比べて15,970千円減となっている。その主な要因は、業務の重点化等
により人員の抑制を図ったことに伴い社会保険料の負担額が減少したこと等によるものである。

561
非常勤役職員等給与

－1,157,479

251,059 △ 15,970

　退職手当支給額については、前年度に比べて1,668千円減となっている。その主な要因は、退職手当支
給対象者は8名（役員2名、職員6名）と、前年度3名（職員3名）より増加したが、支給金額の低い退職者が多
かったことによるものである。

　非常勤役職員等給与については、前年度に比べて562千円増となっている。その主な要因は、定年退職
後に常勤嘱託として継続雇用した職員の人数が増加（18年度：2名→19年度：4名）したこと等によるものであ
る。

（－）

中期目標期間開始時（平成
19年度）からの増△減区　　分

最広義人件費
（△4.8）

比較増△減

（－）（0.2） －

1,225,970

－

230,344

72,155 △ 1,668

△ 68,491

1,693,961

給与、報酬等支給総額
（－）（△5.6）

（△2.3）
退職手当支給額

70,487

－

230,905

（－）
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③ 上記②の進ちょく状況

・基準年度（17年度）との比較による当年度（19年度）の人件費削減率（補正値）

　［（1,157,479－1,201,763）÷1,201,763×100］－（0％＋0.7％）＝△4.4％

・18年度との比較による当年度（19年度）の人件費削減率（補正値）

　［（1,157,479－1,225,970）÷1,225,970×100］－0.7％＝△6.3％

基準年度
（平成17年

度）

平成18
年度

平成19
年度

1,201,763 1,225,970 1,157,479

2.0 △3.7

2.0 △4.4

Ⅳ 法人が必要と認める事項

特になし

注：「人件費削減率（補正値）とは、「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）による
人事院勧告を踏まえた官民の給与格差に基づく給与改定分を除いた削減率である。
　　なお、平成18年度、平成19年度の行政職（一）職員の年間平均給与の増減率は、それぞれ
０％、0.7％である。

（人件費削減の場合）　　　　　　　総人件費改革の取組状況

給与、報酬等支給総額
（千円）

人件費削減率
（％）

人件費削減率（補正値）
（％）

年　　　度

　人件費削減の取組の進ちょく状況は、平成１９年度は、基準年度（平成１７年度）と比較して下表のとおり
４．４％の削減、平成１８年度との比較では６．３％の削減となった。これは、プロジェクト研究や個別研究の
重点化等による研究部門の再編や広報・情報収集事業の重点化等による事務部門の見直しによる新たな
採用を抑制し人員の削減を図ったことによるものである。
　なお、引き続き業務の重点化による人員の削減等により、中期計画において設定した「平成２２年度まで
に平成１７年度を基準として５％以上の削減」及び「平成１８年度と比べて平成２３年度までに１４％以上の削
減」に取り組む。
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